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○議長（吉田敏郎） 

皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これより令和

４年４月随時会議を開催いたします。 

午前９時００分 開議 

○議長（吉田敏郎） 

４月随時会議の議事日程（案）につきましては、本日開催されました議会運営委

員会において決定をされたものです。 

お手元に送付のとおりで、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

御異議なしと認め、４月随時会議の議事日程につきましては、議事日程表のとお

りと決定をいたしました。 

なお、本随時会議においては新型コロナウイルス感染防止のためマスクの着用と、

着座での発言を許可しております。 

それでは直ちに日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。開成町議会会議規則第１２２条の

規定により、議長において、５番、茅沼隆文議員、６番、星野洋一議員の両名を指

名します。 

日程第２ 議案第２３号 令和４年度開成町一般会計補正予算（第１号）を議題

とします。 

予算書の説明を順次担当課長に求めます。 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

それでは、議案第２３号 令和４年度開成町一般会計補正予算（第１号）につい

て、御説明させていただきます。 

資料の４ページを御覧ください。 

第１表、歳入歳出予算補正です。 

歳入になります。１４款国庫支出金、２項国庫補助金、補正額７８３万７，００

０円です。 

次に、５ページを御覧ください。 

歳出になります。３款民生費、２項児童福祉費、補正額７８３万７，０００円で

す。 

歳入歳出とも７８３万７，０００円を増額補正しまして、合計額は６６億８，８

８３万７，０００円とするものでございます。 

それでは、補正予算の詳細を、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明させ

ていただきます。１１ページを御覧ください。２、歳入です。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 
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歳入の説明に入る前に、今回の補正予算について御説明いたします。 

令和３年１１月１９日に、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として

閣議決定されました子育て世帯への臨時特別給付金について、令和３年度から給付

業務を進めているところでございます。 

令和４年４月１日、国からの通知により、令和４年度の本事業に関わる交付要綱

及び支給要綱が示されました。内容といたしましては、令和４年３月末までに受け

付けたもので、４月以降に支払いをするものについては令和４年度予算で対応する

趣旨のものでございます。これにより、今回補正予算を計上いたします。 

それでは、予算書の説明に入らせていただきます。 

２、歳入。１４款国庫支出金、２項国庫補助金、３目民生費国庫補助金、説明欄、

子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金４３万７，０００円。次に、子育

て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金７４０万円。詳細につきましては、歳

出側で説明させていただきます。補助率は両方とも１０分の１０でございます。 

１ページ進んでいただきまして、１２ページを御覧ください。 

３、歳出。３款民生費、２項児童福祉費、６目子育て世帯への臨時特別給付金給

付関係費、説明欄、子育て世帯への臨時特別給付金給付関係費７８３万７，０００

円。 

内訳です。会計年度任用職員報酬から手数料までの合計４３万７，０００円は歳

入の事務費分に充てるもので、４月に支払う３月末までの勤務分や給付関係に対す

る手数料となります。 

子育て世帯への臨時特別給付金７４０万円、こちらの積算につきましては児童１

人当たり１０万円の一括給付として、児童７４人分、世帯では５１世帯として積算

しております。 

説明については以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。ございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。 

討論のある方いらっしゃいますか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第２３号 令和４年度開成町一般会計補正予算（第１号）、原案に賛成の方

は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはご

ざいませんですね。それでは採決を締め切ります。 

（賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 
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採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第３ 発議第３号 開成町議会委員会条例の一部を改正する条例を制定する

ことについてを議題とします。 

趣旨説明を提案議員に求めます。 

前田せつよ議員、どうぞ。 

○４番（前田せつよ） 

提案理由を説明いたします。開成町課設置条例の制定に伴い、常任委員会の所管

事項を変更する必要が生じたため、開成町議会委員会条例の一部を改正する条例の

制定を提案します。 

提出者、前田せつよ。賛成者、石田史行。賛成者、山本研一。賛成者、星野洋一。 

なお、この条例は公布の日から施行し、改正後の開成町議会委員会条例の規定は、

令和４年４月１日から適用することを提案します。 

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。よろしいですか。ご

ざいませんか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。 

討論のある方いらっしゃいますか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論がないようですので、採決を行います。 

発議第３号 開成町議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについ

て、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボ

タンの押し忘れはございませんですね。それでは採決を締め切ります。 

（賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第４ 報告第２号 専決処分の報告について（開成町個人情報保護条例の一

部を改正する条例を制定することについて）を議題とします。 

説明を担当課長に求めます。 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

それでは、報告第２号 開成町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に

関する専決処分について、御説明をさせていただきます。 

恐れ入りますが、２ページの専決処分書を御覧ください。 

町長の専決処分事項に関する条例の規定により指定された町長の専決処分事項に
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ついて、令和４年３月３１日付で専決処分を行ったものでございます。 

ページの下部を御覧ください。専決処分の内容でございます。 

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い、同法の条

項を引用する規定を整理する必要があるため、別紙のとおり開成町個人情報保護条

例の一部を改正する条例の制定を行ったものでございます。 

１ページお進みいただき、３ページを御覧ください。 

専決処分書により、令和４年３月３１日に公布した令和４年開成町条例第９号、

開成町個人情報保護条例の一部を改正する条例でございます。 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、独立行政

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止され、同法が対象としており

ました独立行政法人等の個人情報保護制度につきましても、個人情報の保護に関す

る法律に一本化されてございます。 

この法改正を受け、第２条第４号中、独立行政法人等の定義について、改正前に

おいては独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第２条第１項を引

用してございましたが、法改正を受け、個人情報の保護に関する法律第２条第９項

を引用することとしたものでございます。 

一部改正条例の施行日は、法律の施行日に合わせまして、令和４年４月１日でご

ざいます。 

御説明は以上でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。ございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、報告第２号 専決処分の報告について（開成町個人情報保護

条例の一部を改正する条例を制定することについて）を終了といたします。 

以上をもちまして、本４月随時会議に付議された案件の審議は全て終了いたしま

した。これにて散会をいたします。 

お疲れさまでした。 

午前９時１１分 散会 
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